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犬上川河口

　県立大学 の指 呼の位置す る犬上川河 口辺 りは中州

とな り湖魚 の産卵 や野鳥の楽 園となっている。 また

山か ら流 れ来た り鳥が運んで来た植物 も川辺林 とな

り豊な自然を形成 して美 しい。

サ イ ズ 　72.7cm　 x60.6cm

画　 材 　 麻紙 ・岩 えの ぐ

絵 と文/安 土 優



『人間文化』編集 ・投稿規定1

【編集規定】

1.本 誌 は、滋賀県立大学人間文化学部の機 関誌であって、原則 として年2回 発行する(10月 末、3月 末)。

2。 本誌 は、論文、研究 ノー ト、翻訳、資料、講演記録、エ ッセイ、人間文化通信、その他で構 成 される。

3.本 誌 の掲載原稿 は、投稿原稿 と依頼原稿 とか らなる。

4.投 稿 資格者は、本学部教員、元本学部教 員、人間文化学研 究科院生、同修了者 ・単位取得満期退学者、

　 学部教員の依頼を受けた者お よび編集委員会が必要 と認めた者 とする。

5.投 稿者 の選定お よび原稿の掲 載 ・修正等の措置は、編集委員会の決定による。

6.依 頼原稿 については、別途編集委員会で決定する。

【投稿規定】

1　 本誌 に発表す る論文等は、いずれ も他 に未発表の ものに限る。 ただ し、学会 ・研究会等で口頭で発表

　 した ものについて は、その限 りではない。

2.投 稿原稿の締切等 は、次の通 りとする。

　 ・10月 末発行 のとき、原稿 の締切 は8月 末 とす る。

　 ・3月 末発行の とき、原稿 の締切 は1月 末 とす る。

　 ・投稿予定者は、投稿の意思 をそれぞれ7月 末および12月 末までに、編集委員に伝 えるもの とする。

　 ・なお、締切 日までに原稿 が提 出されなかった ときは、投 稿を放棄 した もの とみなす。

3.人 間文化学研 究科 院生は、指導教員 を通 じて投稿意思 を編集委員に伝 え、投稿する もの とす る。その際、

　 投稿 原稿 に必ず指導教員等の コメ ントを付す ものとす る(111字 以 内)。

4.投 稿 原稿の分量は、次の通 りとする(日 本 語。 日本語以外はそれに見合 う分量 とする)。

　 ・論文 ・研究 ノー ト:24,000字 以内(図 表等 を含む)。

　 ・翻訳:20,000字 以内(図 表等 を含む)。

　 ・資料 ・講演記録:111字 以 内(図 表等を含 む)。

　 ・エ ッセイ:4,000字 以内。

　 ・人間文化通信 ・その他:そ の都度、編集委員会で決定す る。

5.原 稿は、ハー ドコピー(40字 ×40行)と 電子媒体で提 出す る。

[付記]

　 ・この規定は2012年 度 より実施す る。
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